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東日本大震災の被災地におけるアス スト飛散 ばく露防止対策
概要：①アスベストの飛散防止

②被災した住民等のばく露防止と有する不安への対応
③大気濃度調査（モニタリング）による①と②の対策の確認と結果のフィードバック

飛散防止対策 住民等への普及啓発等

○「災害時における石綿飛散防止に係る取
扱い アル の普及啓発

○ホームページ等によるアスベストに関する
Q＆A等の基礎知識の情報提供【再掲】

扱いマニュアル」の普及啓発
○「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策

マニュアル」の普及啓発
○廃石綿が混入した災害廃棄物の取扱いに

いて周知徹底（３月19日通知）

Q＆A等の基礎知識の情報提供【再掲】
○防じんマスク等の無償配布及び着用・使
用方法の普及啓発（4月5日通知）

○被災した住民等へ、アスベストに関する基
礎知識等を情報提供するように自治体に

ついて周知徹底（３月19日通知）
○ホームページ等によるアスベストに関するQ
＆A等の基礎知識の情報提供

礎知識等を情報提供するように自治体に
対して依頼（4月5日通知）

○被災地において活動するボランティア等に
防じんマスクの持参・着用の周知徹底等
（４月28日通知）

結
果
の
フ

ド
バ
ッ

対
策
の

大気濃度調査（モニタリング）

（４月28日通知）

○地方公共団体、関係団体に対してアスベスト大気濃度調査に関する協力を要請（3月28日通知）
○環境省と地方公共団体の間で、アスベスト大気濃度調査の計画・実施等に関する情報共有体

フ
ィ
ー

ッ
ク

の
確
認

制の確立（4月8日通知）
○アスベスト大気濃度調査に係る予備調査を実施し、結果を公表（４月27日）
○委員会で策定した計画に基づいて本格調査の実施（５月以降）

住民等の安全・安心の確保に向けて
アスベストの飛散・ばく露対策のより一層の推進



 
 
 

アスベスト対策に関する通知文等について（平成 23 年３月 11 日以降） 

 
 
 
１． 廃石綿やＰＣＢ廃棄物が混入した災害廃棄物について       ･･･P 1 

 
２． 東北地方太平洋沖地震における呼吸用保護具の増産について      ･･･P 7 

 
３． 東北地方太平洋沖地震の被災地におけるアスベスト大気濃度調査について  ･･･P 9 

 
４． 東日本大震災の被災地におけるアスベストに関する正しい知識の普及啓発と使い捨

て式マスクの無償配布について         ･･･P 17 
 

５． アスベスト大気濃度調査に係る予備調査の実施について     ･･･P21 
 

６． 被災地におけるアスベスト大気濃度調査の情報共有の依頼及び実施協力の申出があ

った地方公共団体、測定事業者の情報提供について            ･･･P23 
 

７． 東日本大震災の被災地において活動するボランティア等に対する防じんマスク着用

の周知徹底等について                                   ･･･P25 
 

８． 防じんマスクの確保について                                   ･･･P29 

第１回東日本大震災における 

アスベスト対策合同会議 

（平成 23 年 5 月 11 日） 
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事 務 連 絡 

平成 23 年３月 19 日 

 

 

関係都道府県・政令市産業廃棄物主管部（局）御中 

 

 

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部   

産業廃棄物課   

 

 

廃石綿やＰＣＢ廃棄物が混入した災害廃棄物について 

 

 

 平成 23 年東北地方太平洋沖地震等により、広範囲にわたる地域で甚大な被害が生じ

ており、これに伴い、膨大な量の災害廃棄物が発生しているところです。 

 しかしながら、当該廃棄物の中には、廃石綿やＰＣＢ廃棄物等、人の健康又は生活環

境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物が混入しているおそれがあり、

当該廃棄物の処理について適正な処理が必要とされるところです。 

ついては、廃石綿やＰＣＢ廃棄物が混入した災害廃棄物について別紙のとおり取りま

とめましたので送付します。 

 

 

・別紙１ 廃石綿が混入した災害廃棄物について 

・別紙２ 災害廃棄物に混入しているＰＣＢ廃棄物について 

＜連絡先＞ 

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 

産業廃棄物課    

担当：谷口（廃石綿関係）、松崎（ＰＣＢ廃棄物関係） 

TEL：03-5501-3156（直通） 

E-mail：hairi-sanpai@env.go.jp 

 水・大気環境局大気環境課 

担当：手島(モニタリング関係) 

TEL:03-5521-8292（直通） 

E-mail: kanri-kankyo@env.go.jp 

mailto:hairi-sanpai@env.go.jp




 別紙１  

 

廃石綿が混入した災害廃棄物について 

 

石綿が使用されていた建築物等が災害により倒壊したことにより廃棄物として処理さ

れることとなったものの処理方法は、次のとおり。 

 

被災場所、一時保管場所における取扱いについて 

○ 吹き付け石綿等の廃石綿及び廃石綿の付着・混入が疑われるものについては、石

綿の飛散を防止するため、散水等により、十分に湿潤化する。  

○ 災害廃棄物から吹き付け石綿等の廃石綿若しくは廃石綿の疑いのある物を除去等

回収した場合にあっては、次のとおり取扱う。 

・ プラスチック袋を用いてこん包した上で、フレコンバック等丈夫な運搬容器に入れ、

他の廃棄物と混合することがないよう区別して保管、運搬する。 

・ 保管場所には、廃石綿の保管場所である旨表示する。  

 

処理について 

○ 吹き付け石綿等の廃石綿若しくは廃石綿の疑いのある物については、適正に処理

できる施設において処分する。  

○ 可燃物（木材、紙くず、プラスチック類等。石綿の付着が疑われるもの及び石綿の付

着が微量であるものを含む。）については、排ガス処理設備、集じん器、散水装置等

が設けられた焼却施設を用いて焼却することが可能である。 

○ 石綿の付着・混入が疑われるもの又は倒壊した建築物等であって石綿が付着して

いないことが確認できないものについては、リサイクルせず、焼却処分又は埋立処分

を行う。 

○ 吹き付け石綿等の廃石綿若しくは廃石綿の疑いのある物を埋め立てた場合にあっ

ては、その位置を示す図面を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存する。 

※ 石綿含有スレート等、非飛散性の石綿含有廃棄物についても、同様に取扱うことが

望ましい。 

 



（参考）  

１．廃掃法上の取扱いについて石綿が使用されていた建築物等が災害によって倒壊

したことにより廃棄物として処理されることとなったものは、石綿建材除去事業（大気

汚染防止法に規定する特定粉じん排出等作業に相当）に伴って排出された廃棄物

ではないことから、吹き付け石綿等であっても、廃掃法施行令第２条の４第５号に規

定する「廃石綿等」（特別管理産業廃棄物）には該当しないこと。 

 

２．建築物の解体等作業であって、当該作業が大気汚染防止法第２条第 12項に規定

する特定粉じん排出等作業に該当する場合にあっては、同法に規定している作業

基準によること。なお、建築物等における石綿飛散防止対策に関しては「災害時に

おける石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」（平成 19年８月 環境省）（※）を参

考にされたい。 

（※http://www.env.go.jp/air/asbestos/indexa.html） 

 

３．石綿が使用されていた建築物等の解体作業等による石綿飛散の有無の確認や住

民の不安解消を目的として、建築物の解体及び廃石綿が混入した災害廃棄物の処

理現場の周辺等の一部において大気環境中の石綿濃度について調査を実施する

ことを予定している。 

 

http://www.env.go.jp/air/asbestos/indexa.html


災害廃棄物

（被災地、一時保管場所）

可燃物

（木くず、廃プラスチック類等）

木材

不燃物等

○ 明らかに石綿の付着・混入がないもの及び他の廃棄物の混入がないものに限る。

コンクリート塊

アスファルト・コンクリート塊

焼却処分

埋立処分

○ 処理基準に従い焼却する。

・ 排ガス処理設備、集じん器、散水装置等が設けられ

た焼却施設を用いる。

・ 石綿を当該設備に投入する廃棄物の重量の0．1％

以下とする。

○ 吹き付け石綿、保温材等、飛散性の廃石綿が疑われるものについては、可能な限り、

事前に除去等回収を行うことが望ましい。

○ 吹き付け石綿等の廃石綿及び廃石綿の付着及び混入が疑われるものについては、散水

等により十分に湿潤化する。

○ 石綿の付着又は混入が疑われるものについてはリサイクルしない。

※ 解体作業等にあたり、現場周辺等の一部で大気環境中の石綿濃度測定を実施

予定。

○ 処分基準及び維持管理基準に留意し埋立処分を行う。

廃石綿が混入した災害廃棄物について（処理フロー）

○ 災害廃棄物から吹き付け等の廃石綿若しくは廃石綿の疑いのある物を除去等回収し

た場合にあっては、次のとおり処理する。

・ プラスチック袋を用いてこん包した上で、フレコンバック等丈夫な運搬容器に入れ、他

の廃棄物と混合することがないよう区別して保管、運搬する。

・ 保管場所には、廃石綿の保管場所である旨表示する。

・ 廃石綿を適正に処理できる施設において処分する。

廃石綿

（吹き付け石綿、保温材等）
※ 除去等回収した場合

金属くず リサイクル

※ 石綿スレート等、非飛散性の石綿含有廃棄物についても同様に取扱うことが望ましい。
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